
新教育研究社 

演 習 問 題 得  

点 

 

単元名：基本的人権 ③

実
施
日 

月   日 
氏  

名 

 

 
【１】 次の文を読んで後の問いに答えなさい。 

 

日本国憲法が保証している基本的人権は、自由権、社会

権、基本的人権を守るための権利の 3 つに分けることができる。

また、それらの権利の基盤として平等権があげられる。 

 

(1) 次の自由権のうち、身体の自由に関するものは A、精神の自

由に関するものは B、経済活動の自由に関するものは C を、

それぞれの(   )に書きなさい。 

 

① 政府は、学者の研究や学説に干渉してはならない。 

  ( ) 

② 犯罪の疑いがある場合でも、正当な手続きによらなければ、

逮捕されたり監禁されることはない。 ( ) 

 

③ 住居に他人が勝手に侵入することは許されない。 

  ( ) 

 

④ 集会や宗教行事などへの参加は、国によって強制されない。

 （ ） 

 

⑤ どんな仕事をするか、どこに住むかは自分の意思で決めら

れる。 （ ） 

 

⑥ 奴隷的拘束や拷問、残虐な刑罰は禁止されている。 

  （ ） 

 

⑦ 自分の意見を新聞に発表したり、著書として出版することは

個人の自由である。 ( ) 

 

【２】 次の憲法 14 条を読んで後の問いに答えなさい。 

 

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係

において、差別されない。 

 

(1) 日本国憲法の、上の条文に関する権利を何といいますか。 

  ( 権) 

 

(2) だれもが、人間として豊かに生きるために、20 世紀になって

から新しく認められた諸権利を何といいますか。 

  ( 権) 

 

(3) 上の(2)の権利のうち、次の①～③の権利をそれぞれ何とい

いますか。 

① すべて国民が、その能力に応じて、等しく受けられる権利。 

  ( 権利) 

 

② 国民が、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利。 

  ( 権) 

 

③ 勤労の権利と労働三権をふくむ権利。 

  （ 権） 

【３】 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

人権思想が発達するにつれて、各国の憲法で人権の保障が

規定されるようになった。ア自由権は 18 世紀に欧米でおこった

市民革命を通して確立された。日本においても明治維新後に

広く主張されるようになり、イ大日本帝国憲法では「法律ノ範囲

内ニ於テ」認められた。20 世紀に入ると、さらに積極的に国家に

対してウ人間らしく生きる権利を要求するようになった。そのさき

がけとなったのはエワイマ―ル憲法で、オ日本国憲法でも第２５

条に「すべて国民は、健康で   A   な最低限度の生活を営

む権利を有する」と定めている。 

 

(1) 下線部アに関して、次の日本国憲法の条文は、いずれも自

由権を具体的に保障したものである。これについて、あとの問

いに答えなさい。 

 

〔第１８条〕 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に

因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させ

られない。 

〔第２１条〕 集会、結社及び言論、出版その他一切の   B   

の自由は、これを保障する。 

〔第２２条〕 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及 

び職業選択の自由を有する。 

 

① 自由権は次の 3 つに分類される、(1)～(3)にあてはまる条文

を上の 3 つから選び、条文の数字を答えなさい。 

 

(1) 身体の自由 （ ） (2) 精神の自由 （ ） 

(3) 経済活動の自由 （ ） 

 

② 第 21 条の   B   にあてはまる語句を答えなさい。 

  （ ） 

 

(2) 下線部イに関して、日本国憲法においても自由権は無制限

に認められているわけではない。次の条文中の   C   にあ

てはまる語句を答えなさい。 （ ） 

 

〔第１２条〕この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の

不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国

民は、これを濫用してはならないのであって、常に   C   の

ためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

(3) 下線部ウに関して、この権利を何といいますか。 

  （ ） 

 

(4) 下線部エはどこの国の憲法ですか。 （ ） 

 

(5) 下線部オの日本国憲法では、基本的人権は「侵すことので

きない   D   の権利」であると述べられている。   D   に

あてはまる語句を答えなさい。 （ ） 

 

(6) 日本国憲法には、国民の権利だけでなく義務についても定

められている。国民の三大義務にあてはまらないものを次の

ア～エから選び、記号で答えなさい。 （ ） 

 

ア 勤労の義務    イ 子どもに普通教育を受けさせる義務 

ウ 納税の義務    エ 選挙で投票する義務 

 

(7) 文中の   A   にあてはまる語句を答えなさい。 

  （ ） 
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【１】 次の文を読んで後の問いに答えなさい。 

 

日本国憲法が保証している基本的人権は、自由権、社会

権、基本的人権を守るための権利の 3 つに分けることができる。

また、それらの権利の基盤として平等権があげられる。 

 

(1) 次の自由権のうち、身体の自由に関するものは A、精神の自

由に関するものは B、経済活動の自由に関するものは C を、

それぞれの(   )に書きなさい。 

① 政府は、学者の研究や学説に干渉してはならない。 

  ( Ｂ ) 

② 犯罪の疑いがある場合でも、正当な手続きによらなければ、

逮捕されたり監禁されることはない。 ( Ａ ) 

 

③ 住居に他人が勝手に侵入することは許されない。 

  ( Ｃ ) 

 

④ 集会や宗教行事などへの参加は、国によって強制されない。

 （ Ｂ ） 

 

⑤ どんな仕事をするか、どこに住むかは自分の意思で決めら

れる。 （ Ｃ ） 

 

⑥ 奴隷的拘束や拷問、残虐な刑罰は禁止されている。 

  （ Ａ ） 

 

⑦ 自分の意見を新聞に発表したり、著書として出版することは

個人の自由である。 ( Ｂ ) 

 

【２】 次の憲法 14 条を読んで後の問いに答えなさい。 

 

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係

において、差別されない。 

 

(1) 日本国憲法の、上の条文に関する権利を何といいますか。 

  ( 平等 権) 

 

(2) だれもが、人間として豊かに生きるために、20 世紀になって

から新しく認められた諸権利を何といいますか。 

  ( 社会 権) 

 

(3) 上の(2)の権利のうち、次の①～③の権利をそれぞれ何とい

いますか。 

① すべて国民が、その能力に応じて、等しく受けられる権利。 

  ( 教育を受ける 権利) 

 

② 国民が、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利。 

  ( 生存 権) 

 

③ 勤労の権利と労働三権をふくむ権利。 

  （ 労働基本 権） 

【３】 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 

人権思想が発達するにつれて、各国の憲法で人権の保障が

規定されるようになった。ア自由権は 18 世紀に欧米でおこった

市民革命を通して確立された。日本においても明治維新後に

広く主張されるようになり、イ大日本帝国憲法では「法律ノ範囲

内ニ於テ」認められた。20 世紀に入ると、さらに積極的に国家に

対してウ人間らしく生きる権利を要求するようになった。そのさき

がけとなったのはエワイマ―ル憲法で、オ日本国憲法でも第２５

条に「すべて国民は、健康で   A   な最低限度の生活を営

む権利を有する」と定めている。 

 

(1) 下線部アに関して、次の日本国憲法の条文は、いずれも自

由権を具体的に保障したものである。これについて、あとの問

いに答えなさい。 

 

〔第１８条〕 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に

因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させ

られない。 

〔第２１条〕 集会、結社及び言論、出版その他一切の   B   

の自由は、これを保障する。 

〔第２２条〕 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転 

及び職業選択の自由を有する。 

 

① 自由権は次の 3 つに分類される、(1)～(3)にあてはまる条文

を上の 3 つから選び、条文の数字を答えなさい。 

 

(1) 身体の自由 （ 18 ） (2) 精神の自由 （ 21 ） 

(3) 経済活動の自由 （ 22 ） 

 

② 第 21 条の   B   にあてはまる語句を答えなさい。 

  （ 表現 ） 

 

(2) 下線部イに関して、日本国憲法においても自由権は無制限

に認められているわけではない。次の条文中の   C   にあ

てはまる語句を答えなさい。 （ 公共の福祉 ） 

 

〔第１２条〕この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の

不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国

民は、これを濫用してはならないのであって、常に   C   の

ためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

(3) 下線部ウに関して、この権利を何といいますか。 

  （ 社会権 ） 

 

(4) 下線部エはどこの国の憲法ですか。 （ ドイツ ） 

 

(5) 下線部オの日本国憲法では、基本的人権は「侵すことので

きない   D   の権利」であると述べられている。   D   に

あてはまる語句を答えなさい。 （ 永久 ） 

 

(6) 日本国憲法には、国民の権利だけでなく義務についても定

められている。国民の三大義務にあてはまらないものを次の

ア～エから選び、記号で答えなさい。 （ エ ） 

 

ア 勤労の義務    イ 子どもに普通教育を受けさせる義務 

ウ 納税の義務    エ 選挙で投票する義務 

 

(7) 文中の   A   にあてはまる語句を答えなさい。 

  （ 文化的 ） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


